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○豊かな環境を保全・創造する条例の施行
大阪の環境を守るため、各種条例を制定し、施策

の推進に取り組んでいます。
●大阪府環境基本条例

豊かな環境の保全及び創造に関する基本的理念を
掲げています。
●大阪府生活環境の保全等に関する条例

公害を防止し、府民の生活環境を守ります。
●大阪府自然環境保全条例

緑や野生生物を守り、育て、府民が自然の恵みを
うけられる環境を守ります。
●大阪府立自然公園条例

すぐれた自然の風景地の保護と利用の増進を図り
ます。
●大阪府景観条例

府民や事業者との協働による美しい景観づくりを
進めます。

○施策の計画的な推進
大阪の環境を守るため、各種計画を策定し、計画

的な施策の推進に取り組んでいます。
●大阪府環境総合計画

大阪府環境基本条例に基づき、『豊かな環境都市・
大阪』の実現を長期的な目標としています。
●大阪地域公害防止計画

環境基本法に基づき、公害の防止や自然、地球環
境の保全を目的としています。
●みどりの大阪21推進プラン

みどりあふれる環境の中で心の豊かさを実感でき

大阪府では、“人のこころがかよいあう豊かな環境の保全と創造”をめざして、平成６年３月に「大阪府

環境基本条例」を制定し、府民が健康で豊かな生活を享受できる社会、自然と共生する豊かな環境の創造、

文化と伝統の香り高い環境の創造、さらに地球環境保全に資する環境にやさしい社会の創造を基本方針と

して、各種の施策を総合的・計画的に推進しています。

る世界都市大阪の実現を目指しています。
●大阪府広域緑地計画

大阪府の全域を対象とし、府民・企業・行政など
が協力して行う、今後のみどりづくりの方向を明ら
かにしています。

○環境アセスメントの推進
事業の実施に際し、適正な環境配慮がなされるよ

う、環境影響評価法及び大阪府環境影響評価条例に基
づき、住民、関係市町村長、学識経験者の意見を聴き、
事業者に対して必要な指導や助言を行っています。

○大阪府自らの環境配慮の取り組み
大阪府では、事業者・消費者の立場から、環境へ

の配慮を徹底しています。
●大阪府グリーン調達方針の推進

環境負荷の低減に資する物品の調達に関する方針
を作成し、府におけるグリーン購入の一層の推進を
図っています。紙類、納入印刷物、文具類、OA機
器、自動車の5分野については、平成13年度数値目
標を定め、その調達に努めています。
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●ISO14001の取り組みの推進

平成11年２月に府庁本庁舎、同年8月に村野浄水
場において、環境管理の国際規格である「ISO14001」
の認証を取得し、温室効果ガスや廃棄物の排出量の
抑制など、自らの事務・事業活動に伴う環境負荷の
低減に努めています。

○エコビジネスの振興
グリーン商品（環境配慮・省エネルギー対応商品）の主
要な調達者である府内ISO14001認証取得企業・自治体
により「大阪グリーン産業創造ネットワーク」を組織し、グリ
ーン調達の推進のための取り組みを行うことにより、グリ
ーン商品市場の活性化を図っています。

○府民が参加する環境保全活動の推進
府民のみなさんが積極的に環境保全活動に取り組

んでいただけるよう、推進体制づくりや環境学習に
取り組んでいます。
●豊かな環境づくり大阪府民会議

「豊かな環境づくり大阪行動計画－地球環境を守
る大阪府民のローカルアジェンダ21－」の策定や
「グリーン購入／NO!!包装キャンペーン」などの実
践活動の展開に取り組むとともに、環境保全活動補
助事業や「おおさか環境賞」等の事業により、環境
保全活動を支援・奨励しています。
●環境学習の推進

「こどもエコクラブ」のメンバー及びサポーター、
コーディネーターを対象とした交流会などを実施し
ています。また、府内の環境学習拠点施設等を活用
した環境学習講座や、子どもたちが水に親しみ水辺
の環境を考える観察会・発表会を開催するなど、体
験的な環境学習活動を推進しています。

○環境保全基金の活用
平成元年度に設置した「大阪府環境保全基金」を

活用し、環境保全に関する知識の普及や、地域にお
ける自主的な環境保全活動の取り組み支援などに取
り組んでいます。

○環境情報システムの整備
大気汚染、水質汚濁、府内の工場からの汚染物質

排出量など、環境に関する様々な情報を収集・蓄積
し、行政計画の策定や環境影響評価のための予測計
算を行うとともに、人工衛星からのデータを利用し
て、府域の環境事象の調査解析を行っています。
さらに、府がこれまで蓄積してきた環境技術情報、
環境に関するイベント情報、行政情報をインターネ
ットを通じて提供しています。

○調査研究などの実施
公害監視センターをはじめとする府の各試験研究

機関では、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動など環
境に関する測定や検査・分析、環境保全技術や健康
影響、農業技術、環境にやさしい技術の開発などに
取り組んでいます。
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〈環境関係ホームページの紹介〉�
◆エコギャラリー ～おおさかの環境～�
http://www.epcc.pref.osaka.jp/

　府の環境に関する情報発信の窓口となるホームページで、イベント
情報や各種の行政情報の他、リアルタイムの大気汚染の状況や光
化学スモッグ予報・注意報の発令状況に関する情報等の提供を行
っています。�

◆インテリジェント・エコデザイン�
http://www.mydome.or.jp/oidc/ie/index.htm

　府が行っている地球環境配慮の製品デザインに関する研究の成
果と関連情報の紹介、インテリジェント・エコデザインのコンセプトに合
致する製品・サービスの情報等を紹介しています。�

◆かんきょう交流ルーム�
http://www.epcc.pref.osaka.jp/fumin/

　大阪の環境について、いつでも自由に意見交換や情報交流をし
ていただくためのホームページです。情報の提供や意見の書き込み
には会員登録（無料）が必要です。現在会員募集中！（申し込み様
式は画面にあります）�

大阪府環境技術情報�
http://www.epcc.pref.osaka.jp/apec/

　府におけるこれまでの環境対策の歴史のほか、環境アセスメント
制度など現在の環境対策の内容を日英２カ国語で発信しています。�
　APEC環境技術交流バーチャルセンターホームページを通じ、国内
外の環境関連サイトともリンクしています。�

こどもエコクラブ交流会

Q-OSAKA  02.2.5 4:52 PM  ページ 4 (1,1)



○自動車保有台数等の状況

府域の自動車保有台数は377万台（平成12年度）と、
10年前に比べて1.13倍に増えています。
また、窒素酸化物や黒煙を多量に排出するディーゼ
ル車の割合は年々増加の傾向を示していましたが、平
成８年度をピークとして、以降は若干減少しています。

○道路沿いの環境基準達成状況

道路沿いの測定地点では二酸化窒素は46％、道路
交通騒音は59％で環境基準を達成していません。

○自動車排出ガス対策等

自動車から排出される窒素酸化物や粒子状物質（黒
煙）による大気汚染を防止するため、排出ガス規制の
強化や低公害車等の普及促進、交通量抑制のための
物流効率化、公共交通機関の整備などの対策を進め
ています。
●新しい自動車排出ガス総量削減計画の策定

環境基準の達成に向けて、ディーゼル車対策に重
点をおいた新たな自動車排出窒素酸化物・粒子状物
質総量削減計画を策定します。
●グリーン配送の推進

購入物品の配送に際し、環境負荷の少ない車の使
用を求めていくグリーン配送運動を推進しています。
●低公害車の普及

電気自動車や天然ガス自動車などの低公害車の普
及のため、民間事業者への助成や府公用車への計画
的導入を進めています。また、府域での燃料供給施
設の計画的整備も進めています。

●土壌による大気浄化手法等の調査

土壌や光触媒を用いて大気を直接浄化する手法の
実用化について調査・検討しています。

○自動車騒音・振動対策

交通規制を行うとともに、防音壁や環境施設帯の
設置及び低騒音舗装の実施により、騒音・振動が発
生しにくい道路構造の整備を進めています。
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私たち一人ひとりの生活と深いかかわりを持つ便利な自動車も一方では排出ガスによる大気汚染や騒音

などの自動車公害を引き起こしています。このため、府民、事業者、民間団体、行政が互いに協力して、

さまざまな対策を進めていくことが求められています。

くるま公害のないまちに

駐車時のアイドリングは条例で禁止されています。
駐車中に自動車のエンジンをかけ続けるいわゆるアイ

ドリング行為は、直接的に付近の住民に大気汚染や騒音
の被害を引き起こすとともに、府域の環境保全の観点か
らも無視できないものとなっています。
このため、「大阪府生活環境の保全等に関する条例」で、
駐車時におけるアイドリングは原則的に禁止されていま
す。また、事業者に対する従業員への指導義務や駐車場
管理者に対する利用者への周知義務が課せられています。

アイドリングに関する苦情・問い合わせ専用電話
TEL０６－６９４５－１４００
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●通勤・通学には電車・バスを利用しましょう。
（毎月20日は「ノーマイカーデー」です。）
●より低公害な自動車に乗り換えましょう。
●車の急発進や急加速はやめましょう。
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○生活系ごみの状況

府域のごみ（一般廃棄物）の平成11年度の排出量
は431万トン、このうち、生活系ごみは240万トンで、
府民１人当たり１日に約 743ｇの生活系ごみを出し
ています。

○ごみ減量化とリサイクルへの取り組み

府民、事業者、市町村、府等により組織された
「大阪府廃棄物減量化・リサイクル推進会議」にお
いて、平成12年６月に改定した「ごみ減量化・リサ
イクルアクションプログラム」に基づき、エコショ
ップ制度の普及、NO!!包装キャンペーン、リサイ
クルフェアなどの事業を展開するなど、府民、事業
者、民間団体、行政のパートナーシップのもとに減
量化・リサイクルに取り組んでいます。

○産業廃棄物対策

「廃棄物処理法」に基づき、産業廃棄物の適正処
理や、減量化・リサイクルの推進について、排出事
業者や処理業者を指導・監督しています。
特に、産業廃棄物を多量に排出する製造業者や建

設業者などに対して重点的に指導を行っています。
また、産業廃棄物の野外での焼却行為等に対して、

監視・指導を集中的に実施しています。

○廃棄物の最終処分場の確保

廃棄物の適正処理、広域処理を目的として、堺第
７－３区で、産業廃棄物の埋立処分事業を行ってい
ます。また、大阪府を含む近畿２府４県と195市町村
が共同して、フェニックス事業を推進しています。

4

廃棄物問題は、私たちの生活に身近な問題であると同時に、地球環境保全や資源保護の観点からも緊急の

課題となっています。これまでの大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済社会から脱却し、生産・流通・消費・

廃棄の各段階において減量化やリサイクルを進めることにより、環境への負荷が少ない、循環型の社会システ

ムに移行していく必要があります。

ごみを減らし資源を活かすために
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何気なく出しているごみは、このように処理されています。�

●本当に必要なものかよく考えてから購入しましょう。
●「エコショップ」を利用するなど、ごみ減量化・リ
サイクルに配慮した商品や再生資源を使用した商品
を購入しましょう。

●買物袋を持参し、包装紙や袋は辞退しましょう。
●びん、缶、ペットボトル、牛乳パックやトレー、卵
パックなどは捨てずにリサイクルに協力しましょう。

エコショップ
簡易包装などのごみ減量化や、空

缶や空ビン等の容器を回収するな
ど、リサイクルの推進を積極的に取
組んでいるお店の愛称で、平成12年
度末の登録状況は1,738件となってい
ます。

このマークが目じるしです。
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○大気のよごれ具合

●二酸化窒素や浮遊粒子状物質は改善が必要

大阪市内を中心に二酸化窒素濃度が環境基準を超
えている地点があり自動車排出ガス測定局は一般環
境測定局と比べ濃度が高い傾向にあります。
浮遊粒子状物質の濃度は、ここ数年はやや改善傾
向にあります。
●二酸化硫黄濃度は改善

二酸化硫黄は、燃料の良質化や脱硫装置の整備に
より大幅に改善されています。

○窒素酸化物対策

自動車排出ガス対策を進めるとともに、工場・事
業場に対して規制や指導を行っています。
毎年12月の「大気汚染防止推進月間」をはじめ、さ
まざまな機会を通じて、
駐車時のアイドリングス
トップや冷暖房温度の適
正化などを府民のみなさ
んに呼びかけています。

○浮遊粒子状物質対策

浮遊粒子状物質の発生のしくみの解明に努めると
ともに、工場・事業場から排出されるばいじんや粉
じん、自動車から排出される粒子状物質を規制して
います。

○光化学スモッグ対策

光化学スモッグの発生を抑制するため、原因物質
である窒素酸化物や炭化水素類を規制しています。
また、光化学オキシダント濃度が高くなったとき

には、光化学スモッグ予報や注意報などを発令し府
民や事業者に注意を呼びかけています。

○悪臭対策

近年の悪臭原因は、工場等によるもののほか、各
種サービス業・家庭生活によるものなど身近なもの
が増えています。
悪臭防止法に基づき、アンモニア、トルエンなど

22の特定悪臭物質を規制し、市町村に協力して悪臭
の防止対策を進めています。

二酸化硫黄、一酸化炭素による大気汚染は、工場などの大気汚染対策が進んだため、改善されてきてい

ます。一方、二酸化窒素、光化学オキシダント、浮遊粒子状物質については今後さらに改善が必要であり、

自動車からの排出ガスを削減するとともに、工場・事業場に対する排出規制などの対策を引き続き進めて

いくことが必要です。

きれいな空気に

０.０３９ppm以下�

…自動車排出ガス測定局�
…一般環境測定局�

日平均値の９８％値�

０.０４０ppm以上、�
０.０６０ppm以下�

０.０６１ppm以上�

二酸化窒素濃度の現状�
　　　　（平成１２年度）�

立入検査

 (ppm)
 (ppm)

 (mg/m3)

（年度）�
平３�４� ５� ６� ７� ８� ９�１０�１１�１２�

（年度）�
平３�４� ５� ６� ７� ８� ９�１０�１１�１２�

（年度）�
平３�４� ５� ６� ７� ８� ９�１０�１１�１２�

浮遊粒子状物質濃度（年平均値）の推移� 二酸化硫黄濃度（年平均値）の推移�二酸化窒素濃度（年平均値）の推移�

０．０２０�

０．０３０�

０．０４０�
０．０４０�

０．０２６� ０．０２６�

０．０２５�

０．０２５�

０．０２５� ０．０２５�
０．０２４� ０．０２４�０．０２３�

０．０２４�

０．０３９�

０．０３９�

０．０５５�

０．０５３�
０．０４４�

０．０４１�

０．０４１�

０．０４１�
０．０４０�
０．０４１�

０．０３８�
０．０３６�

０．０３０�
０．０３５�

０．０５２�

０．０５１�

０．０５１�

０．０５２�
０．０４８�

０．０４６�０．０３９�０．０４４�

０．０１３�

０．００７�０．００６�０．００６�０．００６�０．００６�０．００６� ０．００６�０．００５�０．００５�０．００５�

０．０１０�
０．００９�０．００９�０．００９�０．００８�

０．００７� ０．００７�０．００６�０．００６�

０．０３９�

０．０４０�
０．０４１�

０．０３９�

０．０３８� ０．０３８�
０．０３７�

０.０５０� ０.０６０� ０.０２０�

０.０１０�

０.０００�

０.０５０�

０.０４０�

０.０３０�

０.０２０�

一般局75局、時排局31局平均�

一般局�
自排局�

一般局�
自排局�

一般局�
自排局�

一般局62局、時排局22局平均� 一般局64局、時排局10局平均�
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○海や川のよごれ具合

●河川のＢＯＤ濃度の推移

昭和40年代後半から改善され、近年ほぼ横ばいの
状況です。

●川と海の水質の現状

円の大きさが汚れの度合いを示し、黒の地点では、
環境保全目標をオーバーしています。

○生活排水対策

私たちの台所、風呂、トイレから出る水が河川や
海を汚しています。その対策として、トイレ排水と
あわせて台所や風呂の排水を処理できる合併処理浄
化槽の普及促進に取り組んでいます。

○工場・事業場に対する規制

水質汚濁を防ぐため、国よりも厳しい排水基準を
導入し、規制・指導を行っています。

○河川等の水質浄化の促進

自然の浄化作用を活かした河川づくりを進めると
ともに、川底にたまった汚泥のしゅんせつや直接浄
化施設の整備等を行っています。

○下水道の整備

生活排水対策の主要な施策である下水道の整備を
推進しています。平成12年度末の公共下水道普及率
は84.6％となっています。

○ため池や農業用水路の水質浄化の促進

水質浄化水路の整備やため池のしゅんせつ、水生
植物の植付け等を行い農業用水の水質を確保すると
ともに、うるおいある水辺環境づくりを推進するた
めに、石川深溝地区（富田林市、羽曳野市、藤井寺
市）と唐崎水路地区（高槻市）で、水質保全対策事
業を行っています。

大阪の川や海の水質は、産業排水に対する規制や下水道の普及などで、かなりよくなってきましたが、

河川や海の浄化をさらに進めるためには、一般家庭から出される生活排水に対する取り組みが必要です。

きれいな水に

主要河川におけるBOD（年平均値）の推移�
１０．０�

５．０�

０．０�
平元� 平２� 平３� 平４� 平５� 平６� 平７� 平８� 平９� 平１０� 平１１� 平１２�

淀川（枚方大橋）�
寝屋川（京橋）�
大和川（河内橋）�

�
��
���

�

��

�����
�

�

���
��
�����
���
�

���
�������
������
�
�

��
�
�

川と海の水質の現状�
（平成１２年度）�

西
川�
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井
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田
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川�

石
川�

西
除
川�石

津
川�

東
除
川�

千
早
川�

大
和
川�

平
野
川�

恩
智
川�

寝
屋
川�

淀
川�神

崎
川�

猪
名
川�

千
里
川�

船
橋
川�

水
無
瀬
川�芥

川�

安
威
川�

箕
面
川�

余
野
川�

天
野
川�

牛
滝
川�

春
木
川�

凡　例�

�
環境保全目標値以下の�
地点で内円はその水質�
を示す。�

環境保全目標値を超え�
る地点で外円はその水�
質を示す。�

2㎎/L

3㎎/L

5㎎/L

8㎎/L

10㎎/L

BOD（川）, COD（海）�

●使えなくなった油は「流し」に流さないようにし、
紙などにしみこませて燃えるゴミとして出しましょう。
●食器や鍋などの汚れは、紙でふいてから洗いましょう。
●「流し」には、細かい目の網を置きそれに調理クズ
などを入れましょう。

くらしの汚れはどのくらい？�
魚がすめる水質（BOD:5mg/L程度）�
にするために必要な水の量は風呂�
おけ何杯分�

３３０杯分�

２杯分�

３.３杯分�

１０杯分�

汚れのもと�
（　）内の量を捨てたら�

使用済みの油（５００ml）�

しょう油（２０ml）�

（風呂おけ１杯：３００L）�

ラーメンの汁（２００ml）�

牛乳（２００ml）�

（注）河川の環境保全目標（BOD）及び海域の
環境保全目標（COD）は、その利水目的によ
り異なる目標値が定められています。
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○有害物質の排出抑制

法律や条例に基づき、工場や事業場に対し、塩化
水素やカドミウムなどの有害物質の大気や水質への
排出を規制するとともに、基準の遵守徹底等につい
て指導を行っています。

○環境モニタリング

有害大気汚染物質19物質について、定期的な環境
モニタリングを実施しています。
環境保全目標が設定されている物質のうち、ベン

ゼンについては沿道を中心に環境保全目標を超えた
地点がありましたが、トリクロロエチレン、テトラ
クロロエチレンについてはすべての地点で環境保全
目標を達成していました。
また、川や海、地下水の有害物質及び上水源にお

ける農薬等の水質調査を実施しています。

○化学物質の適正管理の促進

府では、独自に「大阪府化学物質適正管理指針」
を定め、化学物質を使用する事業所に対して、管理
体制の整備や使用量・製造量の記録・報告など化学
物質の適正管理を促進しています。
また、平成11年７月に、「特定化学物質の環境へ

の排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法
律」が制定され、環境汚染の恐れがある化学物質を
使用する事業者に対し、その排出量などの届出を義
務づけることによって自主管理を促し、汚染の未然
防止を図る、ＰＲＴＲ制度が導入されることになり
ました。法の円滑な施行に向けて業界団体等に対し
て、制度の内容などについて周知しています。

○調査研究の実施

未規制の有害化学物質について、分析技術の開発
等の調査研究を実施しています。
また、有害化学物質による環境汚染の危険性を定

量的に評価する手法や、化学物質のデータベース化、
府民との情報共有化のあり方等について基礎的研究
を行っています。

○ダイオキシン類対策の推進

ダイオキシン類問題について総合的な対策を推進
するため、「大阪府ダイオキシン対策会議」を設置し
て、発生源対策や環境調査等を実施しています。
また、平成12年１月15日から「ダイオキシン類対

策特別措置法」が施行され、より一層のダイオキシ
ン類対策を推進しています。
●環境調査

平成12年度には、大気、水質、土壌中の環境調査
を実施し、食品中のダイオキシン類についても実態
調査を行いました。
また、大気、水質、土壌の環境基準が設定され、

平成12年度から、環境中におけるダイオキシン類の
常時監視を実施しています。

●発生源対策

ダイオキシン類対策特別措置法や廃棄物処理法、
府が定めた「大阪府廃棄物焼却炉に係る指導指針」
に基づき、ダイオキシン類の発生防止対策指導の徹
底を図っています。
また、廃棄物焼却炉等の発生源については、ダイ

オキシン類対策特別措置法により排出基準が設定さ
れ、事業者による測定が義務付けられています。

私たちの身のまわりには、多くの化学物質が使われており、便利な生活を与えてくれる一方で、取り扱

い方を誤り、環境中に大量に放出されると、思わぬ環境汚染が起こる場合があります。また、なかにはダ

イオキシン類のように、意図しないで発生するものもあります。

化学物質を適正に取り扱うために

PRTRとは……

PRTR（Pollutant Release and Transfer

Register）は、有害性のある化学物質が、ど

のような発生源から、どれくらい環境中に排

出されたか、あるいは、廃棄物等に含まれて

事業所の外に運び出されたかというデータを

把握し、集計し、公表する仕組みです。

公
害
監
視
セ
ン
タ
ー
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○騒音・振動の苦情

大阪は交通が集中し、工場や住居も密集している
ため、騒音・振動についての苦情が多くよせられて
います。
公害に関する苦情のうち、騒音に関するものが31％、

振動に関するものが５％を占めています。
騒音の苦情件数を発生源別に見ると、工場、建設

作業の順に多く、次いで商店・飲食店となっています。

○騒音振動対策

●工場や建設作業など

法律や条例などに基づき市町村において、騒音・
振動防止のための規制や指導が行われています。
●近隣騒音

深夜におけるカラオケ装置などの音響機器の使用
を原則として禁止しているほか、商業宣伝を目的と
した拡声機の使用について制限を設けています。ま
た、ピアノ、自動車の空ぶかしなどの生活騒音の防
止のための啓発等に努めています。
●大阪国際空港の騒音対策

飛行コース周辺の騒音が特に著しい地域では、住
宅等の移転や緑地の造成、学校や住宅の防音工事な
どの対策を行っています。

騒音・振動の発生源はさまざまで、工場や建設作業、交通機関の他、私たちの日常生活から発生する音

が問題となる場合もあります。騒音・振動問題の解決には、発生源で騒音・振動を防止することが第一で

すが、土地利用の適正化を図ることや私たち一人ひとりが日頃から隣近所へ配慮することも重要です。

静かなまちに

健康被害の予防と救済のために

●車の空ぶかしは控えましょう。

●夜間、早朝のテレビ、ステレオなどの音量はできる

だけ小さくしましょう。

●ピアノなど楽器の練習は窓を閉め、時間帯に気をつ

けましょう。

○公害に係わる被害の救済など

●大阪府公害審査会

公害に関する紛争を迅速かつ適正に解決するた
め、あっせん、調停、仲裁を行っています。
●公害苦情件数

○公害防止に係わる助成など

主に中小企業者が、公害防止のため、施設を設置・
改善したり、工場を移転したりする場合に、これに
係る費用の助成・融資制度などを設けています。

大気汚染 1,439件（28.2％）�

水質汚濁 344件（6.7％）�

騒音 1,590件（31.2％）�

振動 273件（5.3％）�
悪臭等 988件（19.4％）�
典型７公害以外470件（9.2％）�

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

5,1
04

１２�

4,7
18

4,5
20

4,4
54

4,1
32 4,3

02
4,3

46
4,4

12
4,9

37 5,0
83

２�３�４�５�６�７�８�９�１０�

4,5
21

１１� （年度）�

（件数）�

（公害等調整委員会調べ）�

公害の種類別苦情件数の推移�
（他機関からの移送分を含む）�

自動車の�
アイドリング・�
空ぶかし�
１６件�

楽器・�
音響機器�
１７件�

電気機器�
７件�

その他�
１４件�

計６８件�

騒　音�
１,５９０件�

発生源別苦情の内訳（平成１２年度）�

生活騒音の苦情内訳（平成１２年度）

人声・足音・�
給排水音�
９件�

犬等ペット類�
５件�

その他２３％�

交通機関３％�

家庭４％�

商店・�
飲食店�
１５％�

工場２８％�

建設作業２７％�

融資等のお問い合わせ
府庁代表TEL06－6941－0351

■中小企業公害防止資金特別融資制度
府環境管理課（内線3858）

■中小企業低公害車等購入資金特別融資制度
府交通公害課（内線3898）

■産業活性化資金融資制度
府金融課（内線2644）

■小規模企業者等設備資金貸付制度
（財）大阪産業振興機構　設備資金部
TEL06－6947－4346

■小規模企業者等設備貸与制度
（財）大阪産業振興機構　設備資金部
TEL06－6947－4345
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○自然環境の保全
府民の財産である貴重な自然環境や生き物を守る
ための施策を推進しています。
●自然環境保全のための地域指定等

自然公園地域、自然環境保全地域及び緑地環境保
全地域などを指定するとともに、自然公園区域内等
における開発行為の規制・指導や監視体制の強化に
努めています。また、森林を保全・育成し、その公
益的な機能の維持、増進に努めています。
●鳥獣保護区の設定

野生鳥獣を保護するため、鳥獣保護区の設定などを
推進するとともに、保護思想の普及啓発に努めています。
●傷病野生鳥獣の救護

「野生鳥獣救護ドクター制度」を活用するととも
に、府民ボランティアを募る「傷病野生鳥獣保護飼
養ボランティア制度」により救護体制の充実を図り、
適切な救護活動の推進に努めています。

●貴重な種の保存

天然記念物のイタセンパラや特別天然記念物オオ
サンショウウオ等の種の保存及び増殖を図るため、
生息環境の保全や試験研究、捕獲・開発などに対す
る規制を行っています。

○森林と親しむ環境の整備
●森林利用拠点の整備など

「府民の森」（ほしだ園地他７園地）や「高尾山
創造の森」などの拠点整備とともに、ネイチャーイ
ベントの開催など、自然とのふれあいの機会を提供
しています。
●自然歩道の整備

東海自然歩道、生駒縦走歩道、ダイヤモンドトレ
ールなど既存の長距離自然歩道をつなぎながら、周
辺山系を環状に結び、森林利用拠点ともネットワー
クを図ります。

○地域緑地の保全
●緑地保全地区の指定

市街地やその近郊に残された良好な緑地を緑地保

全地区に指定して保全しています。
●風致地区の指定

樹林地や水辺、丘陵地など美しい自然の景観に富
んでいる区域などを風致地区に指定し、開発行為等
を規制しています。
●天然記念物

（植物）の指定

学術的価値の
高いもので、自
然を記念するも
の（動物･植物・
地質鉱物・天然
保護区域）を積
極的に天然記念
物に指定してい
ます。また、天然
記念物に指定した樹木の保護・増殖を行っています。

○農空間の保全と活用
農地や農村の原風景や生態系などを活かしなが

ら、地域の活性化を図っています。特に、多様な生
態系の保全や洪水調整などの国土保全に重要な役割
を果す棚田を守るため、「棚田・ふるさと保全基金」
の運用により、府民ボランティアである「棚田・ふ
るさとファンクラブ」会員と地元農家による棚田の
保全活動を支援しています。

○ビオトープの確保

いきものが生息する空間（ビオトープ）を確保し、
創造するため、湿地の保全を進めるなど、ビオトー
プの保全・回復や、ビオトープの基本的な考え方・
適用事例を紹介し、普及・啓発に努めています。

様々な生物が住む生態系のバランスのとれた環境は、私たち人間にとっても、潤いとやすらぎのある環

境といえます。また、自然環境は生物の生息地であると同時に、水源のかん養や洪水の防止、土砂流出防

止などの国土保全機能を有しています。

自然と共生する豊かな環境に

ケガや病気の野生鳥獣は、このステッカ

ーの貼ってある獣医へ運んでください。

治療は無料です。

府民ボランティアによる棚田保全活動（茨木市見山地区）

樹勢回復作業状況、枚方 田中邸のむく
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○海と親しむ環境整備
●海浜の保全

岬町にある小島・長松の自然海岸を自然海浜保全
地区として指定し、開発行為の規制をしています。
また、府民を対象とした「なぎさの楽校（がっこう）」
を開催して、海辺に住む生物の観察と海浜の清掃を
行っています。

●海岸の環境整備

淡輪・箱作海岸地域において、人工磯浜などと一
体となった「せんなん里海公園」として整備し、平
成９年７月から一部開設しています。
●なぎさの保全

なぎさを魚介類の生育場所として保全・創造する
ことにより、水産資源の保護・回復を図っています。
また、なぎさは、大阪湾の環境の保全・回復のため
にも重要な役割を果たしていることから、平成12年
度は泉南市地先及び田尻町地先において覆砂を行い
ました。

○ため池環境の整備
ため池を農業用施設として活かしながら、都市空

間に“うるおい”と“やすらぎ”を与えるため、周辺の
緑化や水生植物の保全、遊歩道や親水護岸等を整備
し、地域環境づくりを行う「オアシス整備事業」を
進めています。現在、15地区が完成し、久米田池
（岸和田市）など、14地区で事業を実施しています。
また、地域のみなさんが中心となってため池の環

境保全・管理活動を行う「ため池環境コミュニティ」

つくりを推進しており、ため池を大切にする気持ち
を育む取り組みを行っています。

○農業用水路の整備
身近で水と緑あふれる快適な水辺環境づくりを推

進するために、遊歩道や植栽等を整備する「いきいき
水路整備モデル事業」を長瀬川地区（東大阪市、八尾
市、柏原市）など３地区で行うとともに、農業用水路
が持つ多面的な機能を有効に活用し、水路の親水施
設や防災施設の整備等を行う「まちづくり水路整備
事業」を番田地区（高槻市、茨木市、摂津市）で進めて
います。

○河川環境の整備
潤いとやすらぎのある水辺空間を創出するため、

「石川あすかプラン」、「安威川・水と緑の回廊計画」、
「あくた川21」などの河川環境の整備を進めています。
また、平成13年度は、黒栂谷（千早赤阪村）など

７か所で、景観や生態系と調和した「水と緑豊かな
渓流砂防事業」等を推進しています。

○みどりを育てるシステムづくり
「大阪府みどりの基金」を活用して、社会福祉施

設等の民間施設内の公開される空間や屋上などの
緑化を実施する施設に対する助成を行うとともに、

のブナ林のトラスト運動の展開など多様
な施策を推進しています。

10

ビオトープの施工例
歩道を木造構造にして、いきものの生息空間への影響を小さくす
るとともに、湿地の生態系の復元にも取り組んでいます。

●一人一鉢、花や木を育てましょう。

●野鳥のエサになる実のなる木を植えましょう。

●自然の中で生きている虫や草花などは採らずに観察

するだけにしましょう。

●山・川、海などにゴミを捨てないようにしましょう。

●ハイキングなどで持っていった物はすべて持ち帰り

ましょう。

●家のまわりやまちに緑を増やしましょう。

「なぎさの楽校（がっこう）」

長瀬川水辺環境づくり
隣接する小学校の課外活動の一環として、小学生に整備後の水路
に水生植物を植栽してもらい、水質浄化を進めています。
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○公園や緑地の整備・管理

府営公園（18か所）を豊かな生活を育む公園とし
て、そして、それぞれ個性をもった公園として整備・
管理しています。

○道路・街路の緑化

街路樹を整
備し、花木や草
花を植えるな
ど、道路・街路
の緑化を推進
しています。
また、府民と

協働した道路
の環境美化や
緑化を行う大阪府アドプト・ロード・プログラムを
進めています。

○緑化の普及

花と緑の相談所では、講習会、展示会、相談など
を行い、緑の普及に努めています。
また、緑化スペースのない市街地において、建築

物の外壁や河川の護岸などの垂直緑化の普及に努め
ています。

○公共施設などの緑化

府営住宅や府有施設を新たに建設する場合、施設
緑化基準に基づき施設の区分に応じて敷地面積の20
～30％の緑化を進めています。
下水処理場では施設の上部空間を植栽するなど、

緑豊かな憩いの場として府民に開放しています。

○大阪施設緑化賞

建築物等の
敷地内や壁面、
屋上などに緑
化が行われて
いる施設のう
ち、これから
の施設緑化の
モデルとなる
優れたものに
ついて府民の推薦により、「大阪施設緑化賞」（みど
りの景観賞）として表彰しています。

○まちづくり功労者などの表彰

府民の積極的な参加のもと、創意と工夫を活かし
た魅力あるまちづくりを進めるため、まちづくり功
労者の表彰等を実施しています。
また、個性あふれる美しい景観づくりを推進するた
め、「大阪都市景観建築賞」（大阪まちなみ賞）を設け、
景観上優れた建築物やまちなみを表彰しています。

○美しい景観づくりのための取り組み

●大阪美しい景観づくり推進会議の運営

府民・事業者・学識経験者・行政が参画し、協働し
て、美しい景観づくりを府民みんなの運動として進め
ていくため、平成６年12月から活動を行っています。
●大阪府景観条例の施行

大阪府景観条例に基づき、景観づくりの姿勢や目
標等を示す「景観形成基本方針」や公共事業を行う
際の指針となる「公共事業景観形成指針」を策定し、
景観づくりの上で重要な地域である「景観形成地域」
の指定を進めています。

都市の中の並木道や公園、緑や花がみせる四季の変化などは、私たちに潤いとやすらぎを与えてくれま

す。また、街路樹は、空気を浄化したり、自動車騒音を少しやわらげるなどの働きもしています。

また、世界都市・大阪にふさわしい都市景観づくりとともに、私たちの暮らしに潤いややすらぎを与え

る身近な環境の要素となっている歴史的遺産を後世に伝えていくことが求められています。

文化と伝統の香り高い環境に
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地元自治会による緑化活動（アドプト・ロード・たかはま）

ガーデンハイツ加美
（第12回みどりの景観賞大阪府知事賞受賞）
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○都市の景観向上の誘導

●美しい公共建築物づくり

地域の景観をリードし、まちの魅力を高め、活性
化に役立つ美しい府有建築物づくりを進めています。
●大阪府景観形成誘導推進協議会

府、市町村で構成し、都市の景観の誘導を推進し
ていく上で必要な事項について、情報交換・協議等
を行うことにより、調和がとれ、個性豊かなまちな
みの創出・保全を促進しています。
●魅力ある道路空間の創造等

電線、電話線等の地中化や、屋外広告物法及び大
阪府屋外広告物法施行条例に基づく看板など屋外広
告物の規制や指導などを行っています。

○伝統的なまちなみの保存や歴史の道などの整備

国の重要伝統的建造物群である富田林寺内町など
のまちなみや、日本最古の官道とされる「竹内街道」
などの古道の保存、整備を進めています。

○文化財の保護

大切な歴史的遺産を文化財として指定するととも
に、修理や防災施設の設置に助成を行っています。
また、埋蔵文化財包蔵地内では、開発工事で文化

財が失われないよう協議・指導を行うとともに、発
掘調査により資料の整備・保存を図っています。

○登録文化財建造物等の登録の促進

地域にとって身近な文化財である、国の登録文化
財の登録を促進させ、住民自らによる歴史と文化の
香り高い地域づくりを行ってもらいます。

○狭山池博物館の運営

狭山池博物館では、狭山池ダムの工事に伴い調
査・発掘された多くの土木遺産や堤体断面そのもの
を展示し、古代から人々のくらしに深くかかわって
きた「治水」、「かんがい」と土地開発の歴史をわか
りやすく紹介しています。

○府立博物館などの整備・運営

泉北考古資料館、弥生文化博物館、近つ飛鳥博物
館など、府立の博物館では、発掘した遺物等の文化
財を解りやすく展示公開しています。

12

●地域の景観づくり・まちづくりに積極的に参加しま

しょう。また、こどもたちにまちの美しさを守り育

てることの大切さを教えましょう。

●歴史的遺産を再生・活用している地域の取り組みに

参加しましょう。
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池上曽根遺跡 大型建物
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○大阪府の二酸化炭素排出量

府域における1999年度の二酸化炭素排出量は約
5,132万CO2換算トン（1990年度と比べ0.5％減少）で、
全国総排出量（12億2,500万CO2換算トン）の約4.2％を
占めています。また、府民１人当たりの排出量は5.81
（全国平均は9.67）CO2換算トンになっています。

○府域の酸性雨（酸性沈着）

平成12年の雨、雪など湿性降下物のpHは、池田
市4.6、大阪市4.7で、全国平均（4.6）に近い値であり、
両地点の1㎡あたりの硫酸や硝酸などの酸性成分の
沈着量は全国平均（40ミリモル）よりやや低い34ミ
リモルでした。また、大気中のガスや粒子（乾性）
成分の評価も進めています。

○地球環境保全行動指針の推進

府民・事業者・行政がそれぞれの立場で地球環境
保全に向け行動するため、「豊かな環境づくり大阪
府民会議」において平成７年６月に策定した「地球
環境保全行動指針」の普及啓発を進めています。

○地球温暖化対策の推進

大阪府地球温暖化対策地域推進計画（平成12年3月
改定）に基づき、省エネルギー対策、低公害車の普及
などの交通対策、ごみの発生抑制・資源化の推進等に
取り組み、温室効果ガスの排出抑制を図っています。
また、大阪府温室効果ガス排出抑制等実行計画（平成
12年3月策定）に基づき、府の事務・事業に関する温
室効果ガスの排出抑制に努めています。

○エコエネルギー都市・大阪計画の推進

地球温暖化の主な原因であるエネルギー消費の問
題について、府域の望ましいエネルギー利用の将来
像とその実現に向けての方策を示すエネルギービジ
ョンであるエコエネルギー都市・大阪計画に基づき
長期的展望に立ったまちづくりをするなど、地球温
暖化対策を進めていきます。

○オゾン層保護対策の推進

「大阪府フロン対策協議会」を設置し、市町村、関係
業界にフロン回収を働きかけるなど、府域におけるフロン
回収を促進するとともに、特定フロンを使用している府有
建築物の空調用機器などを順次取り替えています。
また、平成13年６月に「特定製品に係るフロン類の回
収及び破壊の実施の確保等に関する法律」が公布さ
れ、業務用冷凍空調機器からフロンを回収する業者、カ
ーエアコン（使用済自動車）を引き取る業者、カーエアコ
ンからフロンを回収する業者の登録を行うとともに指
導を実施していきます。

現在、地球の温暖化、オゾン層の破壊、酸性雨、森林（特に熱帯雨林）の減少といった様々な環境問題

が地球規模で進行しています。わたしたちのこどもたちの世代、そして子孫へと、この豊かな緑と水に恵

まれた美しい星「地球」を引き継ぐために、身近な環境を守ることが地球環境の保全につながることを認

識し、行動していくことが必要です。

地球環境保全に資する環境に優しい社会に

持続的発展の可能な都市の形成モデル�
都市のエコロジー面�

の改善�
両立�

効
果� （環　境）�

大気汚染防止�

都市のエコノミー面�
の改善�
（経　済）�
コストの軽減�
環境産業の発展�
持続的経済発展�

波及効果� 波及効果�

都市のエネルギー面の改善�
省エネルギーの徹底�

未利用エネルギーの有効利用�
新エネルギーの積極的導入�

省エネルギー・長期的な安定供給�
非常時の供給確保�

文化的生活の維持・快適性の向上�

対
策� ライフスタイルの変革・社会システムの変革・まちづくり�

技術革新・産業育成�

エネルギー�
対策�

地球温暖化�課
題�

1979年10月、2000年10月の月平均オゾン全量の南半球分布
（気象庁提供データ）
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○酸性雨対策の推進
酸性雨の原因物質である窒素酸化物、硫黄酸化物

の排出を抑制するため、大気汚染防止法等に基づく
工場・事業場への規制・指導等を行っています。
また、府内での酸性雨の実態調査やメカニズム解

明のための大気環境解析調査研究や生態系影響調査
等を実施しています。

○国際環境技術協力の推進
公害を克服した経験から、府が持っている様々な

ノウハウや、技術を活かし、開発途上国等の環境問
題の解決に貢献しています。
●海外からの研修生の受入等
JICA（国際協力事業団）との連携、国際関係機

関である（財）地球環境センター（GEC）及び（財）
地球環境産業技術研究機構（RITE）への参画など
を通して、国際環境技術協力を進めています。
●インターネットを通じた情報発信等
関西の自治体、経済界が協力して実施する「ＡＰ

ＥＣ環境技術交流促進事業」に参画し、インターネ
ットを通して、環境保全技術に関する情報を世界に
発信しています。

○環境共生型エネルギーの利用促進
●コージェネレーション設備の導入
村野浄水場では、天然ガスコージェネレーション

設備を設置し、浄水場で使用する電力の約1/3をま
かなうとともに、排熱を利用することで廃棄物とし
て埋立処分を要する汚泥を乾燥処理し減量化を図っ
ています。

●太陽光発電設備の導入
村野浄水場では、沈でん池の藻の発生を抑えるた

めに池の上部に設置する遮光板として太陽電池パネ
ルを採用し、自
然エネルギーを
水づくりに活用
しています。ま
た、三島浄水場
にも太陽光発電
設備を導入しま
す。

●木質バイオマスの利用促進
地球にやさしい未来型の資源循環システムの構築

に向けて、間伐材をペレットに加工し、ボイラーや
ストーブの熱源となるバイオマスエネルギーとして
利用する試みを行っています。木質ペレットとは、
樹木を粉砕した後、乾燥し、直径５mm～１cmの円
筒状に固めたもので、化石燃料に替わる資源として
注目されています。また、未利用の間伐材をチップ
にし、歩道の舗装材や、堆肥化などへの活用も進め
ています。
●環境共生建築技術の推進
省エネルギー・省資源など環境と共生する建築物

の実現・普及に努めています。また、建築工事にお
いて、コンクリート型枠の熱帯木材から針葉樹複合
合板などへの転換促進により、熱帯木材の使用抑制
に努めています。さらには、エコケーブルやエコパ
イプの使用にも努めています。

○省資源、省エネルギーの取り組みの促進
●民 間 資 金 活 用 型 ESCO（ Energy Service
COmpagny）事業の推進
民間の資金・ノウハウを活用して、既存の庁舎・

病院等の省エネルギー化改修を図り、省エネにより
削減された光熱水費の一部で改修費用を償還すると
ともに、残余を府の経費削減効果とする事業であり、
本府が全国自治体で初めて事業を開始しました。
初期投資を行うことなく、省エネによる環境対策

や光熱水費削減が図れることに加え、ニュービジネ
スの育成にもつながります。
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●自らの行動スタイルを見つめなおしてみましょう。

●日本中の、世界中の人がどんな取り組みをしている

のか学んでみましょう。

●自分の身の回りのできることから始めましょう。

●環境にやさしい活動に参加してみましょう。

●テレビやあかりなどのつけっぱなしはやめましょう。

●電化製品は省エネ型のものを選びましょう。

●冷房温度は28℃、暖房温度は20℃を目安にしましょう。

排熱蒸気�
ボイラー�

脱水�
ケーキ�

ガスタービン�

商用電力�

浄水場各構内�
電力負荷へ�

蒸気�

蒸気�
乾燥機�

蒸気�
加温�スラリー�

（液状汚泥）�

乾燥ケーキ�
（重量減）�

運搬廃棄埋め立て�

加圧脱水機�

村野浄水場コージェネレーションシステムフロー�

一つの燃料源から二つの異なるエネルギーを生み出すコージェネレーションでは、例え
ば従来は捨てられていた発電時の熱を回収するなど、エネルギーを有効に活用すること
ができます。

環境にやさしい暮らしの率先実行�－省エネはこんなにお得！－�

電力　23円/kWh、灯油　50円/L、都市ガス　140円/m3 とした。�

省エネルギー行動�

あかりをこまめに消すと�

テレビを１日１時間消すと�

暖房器具（灯油）を１日１時間使わないと�

暖房器具（エアコン）を１日１時間使わないと�

暖房器具（ガスファンヒーター）を１日１時間使わないと�

冷房の設定温度を１℃高くすると�

暖房の設定温度を１℃低くすると�

寝る前、外出時にテレビの主電源を切ると�

約 200円/年�

約 1,100円/年�

約 1,700円/年�

約 2,700円/年�

約 3,700円/年�

約 700円/年�

約 2,900円/年�

約 300円/年�

削減される省エネルギーコスト�
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大阪府環境情報コーナー�
　環境に関する図書（約9,500冊）などの貸出・閲覧、啓発用のビデオやパネルの�
貸出を行っています。また、環境問題全般に関する相談を行っています。�
■電　　話　06－6261－1540�
■開館時間　午前 9時30分～午後 5時15分（休館：土曜日、日曜日、祝日・休日、�
　　　　　　年末年始）�
■所 在 地　大阪市中央区本町１－４－８　ひし富ビル２階（地下鉄堺筋本町駅⑫�
　　　　　　番出口から東へ徒歩３分、②番出口から北へ徒歩３分）�
�
（財）大阪みどりのトラスト協会�
　みどりや自然などの情報提供を行っているほか、みどりのボランティアの育成、派遣も行っています。�
■電　　話　06－6260－3580�
■開館時間　午前９時～午後５時45分（休館：土曜日、日曜日、祝日・休日、年末年始）�
■所 在 地　大阪市中央区本町１－４－８　ひし富ビル３階（地下鉄堺筋本町駅⑫番出口から東へ徒歩３分、②番出口か
　　　　　　ら北へ徒歩３分）�
■ホームページ　http://www.mydome.or.jp/ogtrust/�
�
府立緑化センター�
　施設緑化のお手伝いや相談を行っているほか、講習会・研修会を開催しています。�
■電　　話　0729－58－6345　■開館時間　午前 9時～午後 5時45分（休館：土曜日、日曜日、祝日・休日、年末年始）�
■所 在 地　羽曳野市尺土442　府立農林技術センター内（近鉄藤井寺駅から近鉄バス羽曳ケ丘８丁目下車徒歩５分）�
■ホームページ　http://www.mydome.or.jp/green/�
�
府営服部緑地都市緑化植物園　花と緑の相談所�
　毎月、花や草や木についての講習会、展示会を開催するほか、花と緑の相談を行っています。�
　また、針葉樹や街路樹の見本園、ハーブ園、ロックガーデンなどがあります。�
■電　　話　06－6866－3622　■開館時間　午前10時～午後 5時ただし、7月20日から8月31日までは午前10時～午後6時　
（休館：火曜日、ただし祝日・休日の場合は翌日、年末年始）�
■所 在 地　豊中市寺内１－13－２（北大阪急行緑地公園駅から西へ徒歩10分）�
■ホームページ　http://www.pref.osaka.jp/koen/hokubu/hattori/shokubutuenn.htm�
�
府営大泉緑地　花と緑の相談所�
　毎月、花や草や木についての講習会、展示会を開催するほか、花と緑の相談を行っています。�
　また、相談所横には、植物の香りやてざわり、水の音や風の音、水の感触などが楽しめる「ふれあいの庭」があります。�
■電　　話　072－252－3651　■開館時間　午前9時～午後5時相談業務は午前９時30分～午後４時30分（休館：火曜日、
　ただし祝日・休日の場合は翌日、年末年始）�
■所 在 地　堺市金岡町128（地下鉄新金岡駅から東へ徒歩15分、JR堺市駅・南海堺東駅から南海バス北支所前下車徒歩10分）�
■ホームページ　http://business1.plala.or.jp/sodansyo/�
�
大阪府中小企業支援センター（（財）大阪産業振興機構）�
　中小企業が省エネルギーやリサイクル問題、環境管理・監査制度（ISO14000S）などに対応できるよう、エネルギー・
環境対応情報の提供を行っています。�
■電　　話　06－6947－4375　■窓口開設時間　午前 9時～午後 5時（休み：土曜日、日曜日、祝日・休日、年末年始）�
■所 在 地　大阪市中央区本町橋２－５　マイドームおおさか7階（地下鉄堺筋本町駅から東へ徒歩５分）�

情 報 提 供 窓 口 �

大阪府環境情報コーナー

大阪府�大阪府環境農林水産部環境管理課　平成１４年２月発行�〒５４０－８５７０　大阪市中央区大手前２丁目／TEL０６ （６９４１） ０３５１�

Q-OSAKA  02.2.5 4:52 PM  ページ 1 (1,1)


